
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
号

発
電
用
水
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
発
電
用
水
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
九
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条―

第
五
条
）

第
二
章
　
ダ
ム
（
第
六
条―

第
二
十
四
条
）

第
三
章
　
水
路
（
第
二
十
五
条―

第
三
十
二
条
）

第
四
章
　
水
車
及
び
地
下
発
電
所
（
第
三
十
三
条
・
第
三
十
四
条
）

第
五
章
　
貯
水
池
及
び
調
整
池
（
第
三
十
五
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
適
用
範
囲
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
水
力
を
原
動
力
と
し
て
電
気
を
発
生
す
る
た
め
に
施
設
す
る
電
気
工
作
物
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２
　
前
項
の
電
気
工
作
物
と
は
、
一
般
用
電
気
工
作
物
及
び
事
業
用
電
気
工
作
物
を
い
う
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
「
水
路
」
と
は
、
取
水
設
備
、
沈
砂
池
、
導
水
路
、
ヘ
ッ
ド
タ
ン
ク
、
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
、
水
圧
管
路
（
ヘ
ッ
ド
タ
ン
ク
又
は
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
（
ヘ
ッ
ド
タ
ン
ク
及
び
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
が
な
い
場
合
は
、
取
水
設
備
）
か
ら
水
車
に
直

接
導
水
す
る
た
め
の
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
放
水
路
を
い
う
。

二
　
「
設
計
洪
水
位
」
と
は
、
ダ
ム
（
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
ダ
ム
及
び
堰
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
直
上
流
の
地
点
に
お
い
て
、
二
百
年
に
つ
き
一
回
の
割
合
で
発
生
す
る
も

の
と
予
想
さ
れ
る
洪
水
の
流
量
（
当
該
流
量
の
算
定
が
、
計
算
技
法
上
不
適
当
で
あ
る
場
合
は
、
百
年
に
つ
き
一
回
の
割
合
で
発
生
す
る
流
量
の
一
・
二
倍
の
流
量
）
、
当
該
地
点
に
お
い
て
発
生
し
た

大
の
洪
水
の
流
量
又
は
当

該
ダ
ム
に
係
る
流
域
と
水
象
若
し
く
は
気
象
が
類
似
す
る
流
域
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
発
生
し
た

大
の
洪
水
に
係
る
水
象
若
し
く
は
気
象
の
観
測
の
結
果
に
照
ら
し
て
当
該
地
点
に
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
洪

水
の
流
量
の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
い
流
量
（
フ
ィ
ル
ダ
ム
に
あ
っ
て
は
、
当
該
流
量
の
一
・
二
倍
の
流
量
）
の
流
水
が
ダ
ム
の
洪
水
吐
き
を
流
下
す
る
場
合
に
お
け
る
ダ
ム
の
非
越
流
部
の
直
上
流
に
お
け
る

高
の
水
位
（
貯
水

池
の
貯
留
効
果
が
大
き
い
ダ
ム
に
あ
っ
て
は
、
当
該
水
位
か
ら
当
該
貯
留
効
果
を
考
慮
し
て
得
ら
れ
る
値
を
減
じ
た
水
位
）
を
い
う
。
た
だ
し
、
高
さ
十
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
流
量
調
節
を
目
的
と
し
な
い
ダ
ム
及
び
河
川
管
理
施

設
等
構
造
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
九
十
九
号
）
第
五
章
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
ダ
ム
に
あ
っ
て
は
、
当
該
ダ
ム
に
係
る
流
域
の
水
象
又
は
気
象
の
観
測
の
結
果
に
よ
り
求
め
た
当
該
ダ
ム
の
直
上
流
の
地
点
に
お
け
る
洪

水
の
流
量
の
流
水
が
ダ
ム
を
流
下
す
る
場
合
に
お
け
る
ダ
ム
の
直
上
流
に
お
け
る

高
の
水
位
を
い
う
。

（
防
護
施
設
等
）

第
三
条
　
ダ
ム
、
水
路
等
の
人
が
転
落
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
箇
所
に
は
、
さ
く
、
塀
等
の
防
護
施
設
を
設
け
、
又
は
危
険
で
あ
る
旨
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
土
地
の
状
況
等
に
よ
り
公
衆
が
容
易
に
立
ち
入
る
お
そ

れ
が
な
い
箇
所
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
発
電
用
水
力
設
備
が
一
般
用
電
気
工
作
物
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
は
、
同
項
中
「
ダ
ム
、
水
路
等
の
人
が
転
落
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
箇
所
」
と
あ
る
の
は
「
水
路
の
う
ち
人
が
転
落
し
て
危
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る

箇
所
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
。

３
　
発
電
用
水
力
設
備
が
一
般
用
電
気
工
作
物
で
あ
る
場
合
に
は
、
水
車
及
び
発
電
機
そ
の
他
発
電
用
水
力
設
備
の
う
ち
人
が
接
触
し
て
危
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
箇
所
に
、
さ
く
、
塀
等
の
防
護
施
設
を
設
け
、
か
つ
、
危
険
で

あ
る
旨
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
土
地
の
状
況
等
に
よ
り
公
衆
が
容
易
に
立
ち
入
る
お
そ
れ
が
な
い
箇
所
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
急
傾
斜
地
の
崩
壊
の
防
止
）

第
四
条
　
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
内
に
施
設
す
る
電
気
工
作
物
は
、
当
該
区
域
内
の
急
傾

斜
地
（
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
崩
壊
を
助
長
し
、
又
は
誘
発
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ば
い
煙
の
防
止
）

第
五
条
　
発
電
用
火
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
水
力
発
電
所
に
施
設
す
る
電
気
工
作
物
（
火
力
を
原
動
力
と
し
て
電
気
を
発
生

す
る
た
め
に
施
設
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
章
　
ダ
ム

第
一
節
　
通
則

（
ダ
ム
）

第
六
条
　
ダ
ム
は
、
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
重
力
ダ
ム
及
び
コ
ン
ク
リ
ー
ト
中
空
重
力
ダ
ム
は
、
水
位
、
流
量
そ
の
他
の
河
川
の
状
況
並
び
に
自
重
、
静
水
圧
、
動
水
圧
、
泥
圧
、
地
震
力
及
び
揚
圧
力
を
考
慮
し
た
安
全
な
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
ア
ー
チ
ダ
ム
は
、
水
位
、
流
量
そ
の
他
の
河
川
の
状
況
並
び
に
自
重
、
静
水
圧
、
動
水
圧
、
泥
圧
、
地
震
力
、
揚
圧
力
及
び
温
度
荷
重
を
考
慮
し
た
安
全
な
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
フ
ィ
ル
ダ
ム
は
、
水
位
、
流
量
そ
の
他
の
河
川
の
状
況
並
び
に
自
重
、
静
水
圧
、
地
震
力
及
び
間
げ
き
圧
を
考
慮
し
た
安
全
な
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
ダ
ム
以
外
の
ダ
ム
は
、
水
位
、
流
量
そ
の
他
の
河
川
の
状
況
及
び
自
重
、
水
圧
そ
の
他
の
予
想
さ
れ
る
荷
重
を
考
慮
し
た
安
全
な
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
ダ
ム
に
お
い
て
、
極
寒
地
で
対
岸
距
離
が
小
さ
い
た
め
大
き
な
氷
圧
が
加
わ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
考
慮
す
べ
き
荷
重
と
し
て
氷
圧
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
非
越
流
部
頂
の
位
置
）

第
七
条
　
ダ
ム
の
堤
体
の
非
越
流
部
頂
の
高
さ
は
、
設
計
洪
水
位
、
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
水
位
又
は
常
時
満
水
位
に
、
そ
れ
ぞ
れ
ダ
ム
の
種
類
及
び
洪
水
吐
き
ゲ
ー
ト
の
有
無
に
応
じ
た
各
水
位
の
余
裕
高
を
加
え
た
値
の
い
ず
れ
か
大
き
い

値
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
基
礎
地
盤
）

第
八
条
　
ダ
ム
の
基
礎
地
盤
は
、
ダ
ム
の
安
定
に
必
要
な
強
度
及
び
水
密
性
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ダ
ム
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
材
料
）

第
九
条
　
ダ
ム
に
使
用
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
材
料
は
、
次
の
各
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
セ
メ
ン
ト
は
、
そ
の
品
質
に
応
じ
て
、
適
切
に
凝
結
し
、
固
化
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
骨
材
は
、
強
硬
で
耐
久
性
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
骨
材
、
水
又
は
混
和
材
料
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
凝
結
を
妨
げ
、
鉄
筋
を
著
し
く
さ
び
さ
せ
、
又
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
鉄
筋
と
の
付
着
を
妨
げ
る
酸
、
塩
、
有
機
物
又
は
泥
土
を
含
ま
な
い
こ
と
。

（
漏
水
の
防
止
）

第
十
条
　
堤
体
及
び
堤
体
と
そ
の
基
礎
地
盤
と
の
接
触
部
は
、
危
険
な
漏
水
が
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ダ
ム
の
監
視
施
設
）

第
十
一
条
　
高
さ
が
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ダ
ム
に
は
、
ダ
ム
の
健
全
性
を
監
視
す
る
た
め
の
施
設
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ダ
ム
の
洪
水
吐
き
）

第
十
二
条
　
堤
体
又
は
そ
の
付
近
に
は
、
洪
水
に
適
切
に
対
処
す
る
た
め
に
、
次
の
各
号
に
よ
り
洪
水
吐
き
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
洪
水
吐
き
は
、
フ
ィ
ル
ダ
ム
に
あ
っ
て
は
堤
体
の
付
近
、
そ
の
他
の
ダ
ム
に
あ
っ
て
は
堤
体
又
は
そ
の
付
近
に
設
け
る
こ
と
。

二
　
洪
水
吐
き
（
ゲ
ー
ト
を
除
く
。
）
は
、
自
重
、
静
水
圧
、
動
水
圧
、
泥
圧
、
地
震
力
、
揚
圧
力
及
び
温
度
荷
重
並
び
に
設
計
洪
水
位
に
お
い
て
当
該
洪
水
吐
き
か
ら
放
流
さ
れ
る
流
量
の
流
水
が
流
下
す
る
場
合
に
お
け
る
荷
重
に

対
し
安
定
で
あ
る
こ
と
。

三
　
洪
水
吐
き
（
ゲ
ー
ト
を
除
く
。
）
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
に
作
用
す
る
自
重
、
静
水
圧
、
動
水
圧
、
泥
圧
、
地
震
力
、
揚
圧
力
及
び
温
度
荷
重
並
び
に
設
計
洪
水
位
に
お
い
て
当
該
洪
水
吐
き
か
ら
放
流
さ
れ
る
流
量
の
流
水
が

流
下
す
る
場
合
に
お
け
る
荷
重
に
よ
る
応
力
は
、
使
用
す
る
材
料
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
許
容
応
力
を
超
え
な
い
こ
と
。

四
　
洪
水
吐
き
は
、
設
計
洪
水
位
に
お
い
て
洪
水
吐
き
か
ら
放
流
さ
れ
る
流
量
の
流
水
が
流
下
す
る
場
合
に
流
水
を
安
全
に
流
下
す
る
こ
と
が
で
き
、
ダ
ム
及
び
そ
の
付
近
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

五
　
洪
水
吐
き
の
機
能
に
支
障
を
及
ぼ
す
よ
う
な
流
下
物
が
流
入
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
洪
水
吐
き
の
ゲ
ー
ト
は
、
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
水
密
性
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
扉
体
の
開
閉
が
容
易
か
つ
確
実
で
あ
る
こ
と
。

三
　
扉
体
に
使
用
す
る
材
料
は
、
扉
体
に
必
要
な
化
学
的
成
分
及
び
機
械
的
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
扉
体
に
作
用
す
る
自
重
、
静
水
圧
、
動
水
圧
、
泥
圧
、
地
震
力
、
浮
力
、
開
閉
力
及
び
氷
圧
に
よ
る
応
力
は
、
使
用
す
る
材
料
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
許
容
応
力
を
超
え
な
い
こ
と
。

五
　
扉
体
の
開
閉
の
際
に
、
危
険
な
振
動
が
な
い
こ
と
。

六
　
扉
体
は
、
座
屈
し
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

七
　
扉
体
に
加
わ
る
荷
重
を
堤
体
等
に
安
全
に
伝
え
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

八
　
扉
体
の
開
閉
に
異
常
が
発
生
し
た
場
合
に
当
該
扉
体
を
確
実
に
停
止
で
き
る
こ
と
。

九
　
扉
体
の
作
動
状
況
を
操
作
員
に
対
し
て
知
ら
せ
る
た
め
の
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

（
洪
水
吐
き
以
外
の
放
流
設
備
）

第
十
三
条
　
洪
水
吐
き
以
外
の
放
流
設
備
は
、
ダ
ム
及
び
そ
の
付
近
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
重
力
ダ
ム
及
び
コ
ン
ク
リ
ー
ト
中
空
重
力
ダ
ム

（
堤
体
の
強
度
）

第
十
四
条
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
重
力
ダ
ム
又
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
中
空
重
力
ダ
ム
の
堤
体
に
作
用
す
る
自
重
、
静
水
圧
、
動
水
圧
、
泥
圧
、
地
震
力
及
び
揚
圧
力
に
よ
る
圧
縮
応
力
は
、
使
用
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
許
容

圧
縮
応
力
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
重
力
ダ
ム
又
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
中
空
重
力
ダ
ム
の
堤
体
（
引
張
応
力
に
対
し
鉄
筋
で
補
強
さ
れ
て
い
る
越
流
部
付
近
の
部
分
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
作
用
す
る
自
重
、
静
水
圧
、
動
水
圧
、
泥
圧
、
地

震
力
及
び
揚
圧
力
に
よ
る
引
張
応
力
は
、
次
項
に
規
定
す
る
場
合
は
除
き
、
使
用
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
許
容
引
張
応
力
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
重
力
ダ
ム
又
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
中
空
重
力
ダ
ム
の
堤
体
（
第
二
条
第
二
号
た
だ
し
書
の
ダ
ム
の
堤
体
を
除
く
。
）
に
作
用
す
る
自
重
、
静
水
圧
、
動
水
圧
、
泥
圧
、
地
震
力
及
び
揚
圧
力
に
よ
る
引
張
応
力
は
、
当
該

堤
体
の
上
流
端
に
お
い
て
鉛
直
方
向
に
生
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
堤
体
の
安
定
）

第
十
五
条
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
重
力
ダ
ム
又
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
中
空
重
力
ダ
ム
は
、
堤
体
及
び
堤
体
と
基
礎
地
盤
と
の
接
触
部
に
お
け
る
滑
り
に
対
し
て
安
定
で
あ
る
よ
う
、
適
切
な
せ
ん
断
摩
擦
安
全
率
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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（
堤
体
の
施
設
）

第
十
六
条
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
重
力
ダ
ム
又
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
中
空
重
力
ダ
ム
の
堤
体
は
、
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
有
害
な
ひ
び
割
れ
を
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

二
　
堤
体
の
内
部
に
設
け
る
通
廊
、
放
流
設
備
、
水
圧
管
路
等
の
開
孔
の
周
辺
部
分
は
、
応
力
集
中
及
び
温
度
変
化
に
よ
る
応
力
に
対
し
構
造
上
安
全
で
あ
る
こ
と
。

三
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
中
空
重
力
ダ
ム
の
ヘ
ッ
ド
又
は
フ
ー
チ
ン
グ
と
ウ
ェ
ブ
と
の
接
合
部
は
、
応
力
集
中
に
よ
る
応
力
に
対
し
構
造
上
安
全
で
あ
る
こ
と
。

第
三
節
　
ア
ー
チ
ダ
ム

（
堤
体
の
強
度
）

第
十
七
条
　
ア
ー
チ
ダ
ム
の
堤
体
に
作
用
す
る
自
重
、
静
水
圧
、
動
水
圧
、
泥
圧
、
地
震
力
、
揚
圧
力
及
び
温
度
荷
重
に
よ
る
圧
縮
応
力
は
、
使
用
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
許
容
圧
縮
応
力
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
ア
ー
チ
ダ
ム
の
堤
体
に
作
用
す
る
自
重
、
静
水
圧
、
動
水
圧
、
泥
圧
、
地
震
力
、
揚
圧
力
及
び
温
度
荷
重
に
よ
る
引
張
応
力
は
、
使
用
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
許
容
引
張
応
力
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
堤
体
及
び
基
礎
地
盤
の
安
定
）

第
十
八
条
　
ア
ー
チ
ダ
ム
は
、
堤
体
と
基
礎
地
盤
と
の
接
触
部
及
び
基
礎
地
盤
に
お
け
る
滑
り
に
対
し
て
安
定
で
あ
る
よ
う
、
適
切
な
せ
ん
断
摩
擦
安
全
率
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
堤
体
の
施
設
）

第
十
九
条
　
ア
ー
チ
ダ
ム
の
堤
体
は
、
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
有
害
な
ひ
び
割
れ
を
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

二
　
断
面
が
急
に
変
化
す
る
部
分
及
び
堤
体
の
内
部
に
設
け
る
通
廊
、
放
流
設
備
、
水
圧
管
路
等
の
開
孔
の
周
辺
部
分
は
、
応
力
集
中
及
び
温
度
変
化
に
よ
る
応
力
に
対
し
構
造
上
安
全
で
あ
る
こ
と
。

第
四
節
　
フ
ィ
ル
ダ
ム

（
堤
体
の
材
料
）

第
二
十
条
　
フ
ィ
ル
ダ
ム
の
堤
体
に
使
用
す
る
土
質
材
料
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
ダ
ム
の
安
定
に
必
要
な
強
度
及
び
水
密
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
ダ
ム
の
安
定
に
支
障
を
及
ぼ
す
よ
う
な
膨
張
性
又
は
収
縮
性
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
軟
泥
化
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
有
機
物
を
含
ま
ず
、
か
つ
、
水
溶
性
の
も
の
で
な
い
こ
と
。

２
　
フ
ィ
ル
ダ
ム
の
遮
水
壁
に
使
用
す
る
土
質
材
料
以
外
の
材
料
は
、
ダ
ム
の
安
定
に
必
要
な
水
密
性
、
強
度
及
び
耐
久
性
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
フ
ィ
ル
ダ
ム
の
遮
水
壁
以
外
の
堤
体
の
部
分
に
使
用
す
る
土
質
材
料
以
外
の
材
料
は
、
ダ
ム
の
安
定
に
必
要
な
強
度
、
耐
久
性
及
び
透
水
性
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
堤
体
の
安
定
）

第
二
十
一
条
　
フ
ィ
ル
ダ
ム
は
、
堤
体
に
お
け
る
滑
り
に
対
し
て
安
定
で
あ
る
よ
う
、
適
切
な
滑
り
安
全
率
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
堤
体
の
施
設
）

第
二
十
二
条
　
フ
ィ
ル
ダ
ム
の
堤
体
は
、
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
フ
ィ
ル
ダ
ム
の
遮
水
壁
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
遮
水
壁
の
頂
部
の
高
さ
は
、
設
計
洪
水
位
、
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
水
位
又
は
常
時
満
水
位
に
、
そ
れ
ぞ
れ
洪
水
吐
き
ゲ
ー
ト
の
有
無
に
応
じ
た
各
水
位
の
余
裕
高
を
加
え
た
値
の
い
ず
れ
か
大
き
い
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
変
形
又
は
ひ
び
割
れ
に
よ
り
遮
水
機
能
を
失
わ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
遮
水
壁
及
び
遮
水
壁
と
基
礎
地
盤
と
の
接
触
部
に
貫
孔
作
用
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
遮
水
壁
の
材
料
が
土
質
材
料
の
場
合
は
、
遮
水
壁
の
上
流
面
及
び
下
流
面
は
、
そ
の
材
料
が
流
出
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

二
　
堤
体
に
お
お
む
ね
均
一
の
材
料
を
使
用
し
て
い
る
フ
ィ
ル
ダ
ム
に
あ
っ
て
は
、
浸
潤
線
が
堤
体
の
下
流
の
り
面
と
交
わ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

三
　
フ
ィ
ル
ダ
ム
の
堤
体
の
の
り
面
は
、
波
浪
又
は
雨
水
等
に
よ
り
浸
食
さ
れ
な
い
こ
と
。

（
放
流
施
設
）

第
二
十
三
条
　
遮
水
壁
を
堤
体
の
上
流
側
の
表
面
に
設
け
る
フ
ィ
ル
ダ
ム
は
、
ダ
ム
の
直
上
流
の
水
位
を
低
下
で
き
る
施
設
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
放
流
設
備
等
の
施
設
制
限
）

第
二
十
四
条
　
フ
ィ
ル
ダ
ム
の
堤
体
に
は
、
放
流
設
備
又
は
水
路
を
施
設
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
三
章
　
水
路

（
一
般
事
項
）

第
二
十
五
条
　
水
路
は
、
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
洪
水
、
山
崩
れ
、
な
だ
れ
等
に
よ
り
損
傷
を
受
け
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

二
　
設
計
水
量
以
上
の
水
量
が
流
入
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
水
量
を
安
全
に
排
除
で
き
る
こ
と
。

三
　
流
木
、
じ
ん
か
い
、
土
砂
等
の
流
入
に
よ
り
著
し
く
損
傷
を
受
け
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

四
　
水
路
に
使
用
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
材
料
は
、
第
九
条
各
号
に
よ
る
こ
と
。

五
　
水
路
に
使
用
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
以
外
の
材
料
は
、
水
路
に
必
要
な
化
学
的
成
分
及
び
機
械
的
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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六
　
制
水
門
又
は
制
水
弁
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
制
水
門
又
は
制
水
弁
は
、
第
十
二
条
第
二
項
各
号
（
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
に
よ
る
こ
と
。

ロ
　
制
水
門
又
は
制
水
弁
の
扉
体
に
作
用
す
る
自
重
、
静
水
圧
、
動
水
圧
、
地
震
力
及
び
浮
力
に
よ
る
応
力
は
、
使
用
す
る
材
料
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
許
容
応
力
を
超
え
な
い
こ
と
。

２
　
発
電
用
水
力
設
備
が
一
般
用
電
気
工
作
物
で
あ
る
場
合
に
は
、
水
路
は
全
負
荷
を
遮
断
し
た
場
合
に
、
人
家
、
田
畑
又
は
道
路
そ
の
他
財
産
を
侵
害
せ
ず
安
全
に
余
水
を
処
理
で
き
る
よ
う
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

当
該
設
備
周
辺
の
地
形
そ
の
他
状
況
か
ら
み
て
人
家
、
田
畑
又
は
道
路
そ
の
他
財
産
を
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
場
所
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
取
水
設
備
）

第
二
十
六
条
　
取
水
設
備
は
、
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
取
水
設
備
は
、
自
重
、
静
水
圧
、
動
水
圧
、
泥
圧
、
地
震
力
、
揚
圧
力
及
び
土
圧
に
対
し
安
定
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
荷
重
に
よ
る
応
力
は
、
使
用
す
る
材
料
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
許
容
応
力
を
超
え
な
い
こ
と
。

二
　
取
水
設
備
が
圧
力
導
水
路
又
は
水
圧
管
路
の
管
胴
本
体
に
直
接
接
続
し
て
い
る
場
合
は
、
取
水
設
備
は
、
良
好
な
流
入
状
況
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
水
路
及
び
水
車
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
構
造
で
あ

る
こ
と
。

三
　
取
水
設
備
は
、
水
路
へ
の
流
入
量
が
構
造
物
の
設
計
水
量
以
上
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
又
は
渓
流
取
水
設
備
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
制
水
門
又
は
制
水
弁
を
設
け
る
こ
と
。

（
沈
砂
池
）

第
二
十
七
条
　
沈
砂
池
は
、
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
沈
砂
池
は
、
自
重
、
水
圧
、
地
震
力
及
び
土
圧
に
対
し
安
定
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
荷
重
に
よ
る
応
力
は
、
使
用
す
る
材
料
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
許
容
応
力
を
超
え
な
い
こ
と
。

二
　
下
流
の
水
路
及
び
水
車
に
著
し
く
損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
土
砂
を
沈
殿
さ
せ
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

（
導
水
路
）

第
二
十
八
条
　
導
水
路
は
、
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
導
水
路
は
、
自
重
、
水
の
重
量
、
水
圧
、
地
震
力
、
土
圧
、
載
荷
重
、
雪
荷
重
、
風
荷
重
、
温
度
荷
重
及
び
外
圧
に
対
し
安
定
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
荷
重
に
よ
る
応
力
は
、
使
用
す
る
材
料
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
許
容
応

力
を
超
え
な
い
こ
と
。

二
　
漏
水
に
よ
り
人
家
、
田
畑
、
道
路
等
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

三
　
ト
ン
ネ
ル
又
は
開
き
ょ
を
巻
き
立
て
な
い
場
合
は
、
は
だ
落
ち
等
に
よ
り
水
路
及
び
水
車
に
著
し
い
損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

四
　
圧
力
導
水
路
に
あ
っ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
取
水
設
備
及
び
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
に
お
け
る
水
位
が

低
の
場
合
の
動
水
こ
う
配
線
以
下
に
位
置
す
る
こ
と
。

ロ
　
圧
力
導
水
路
に
渓
流
取
水
等
を
合
流
さ
せ
る
場
合
は
、
空
気
の
連
行
に
よ
り
水
路
及
び
水
車
に
著
し
い
損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

ハ
　
充
水
す
る
場
合
に
お
け
る
空
気
の
流
出
及
び
排
水
す
る
場
合
に
お
け
る
空
気
の
流
入
が
容
易
か
つ
確
実
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。

（
ヘ
ッ
ド
タ
ン
ク
）

第
二
十
九
条
　
ヘ
ッ
ド
タ
ン
ク
は
、
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
ヘ
ッ
ド
タ
ン
ク
は
、
自
重
、
水
圧
、
地
震
力
及
び
土
圧
に
対
し
安
定
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
荷
重
に
よ
る
応
力
は
、
使
用
す
る
材
料
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
許
容
応
力
を
超
え
な
い
こ
と
。

二
　
水
圧
管
路
の
管
胴
本
体
の
入
口
は
、
良
好
な
流
入
状
況
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
水
圧
管
路
及
び
水
車
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

三
　
ヘ
ッ
ド
タ
ン
ク
は
、
全
負
荷
を
遮
断
し
た
場
合
に
余
水
を
安
全
に
処
理
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
ヘ
ッ
ド
タ
ン
ク
以
外
の
施
設
が
余
水
を
安
全
に
処
理
す
る
機
能
を
有
す
る
場
合
又
は
第
二
十
五
条
第
二
項
の
設
備

が
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四
　
前
号
の
場
合
に
お
い
て
、
ヘ
ッ
ド
タ
ン
ク
に
余
水
吐
き
及
び
余
水
路
を
設
け
る
場
合
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
管
路
式
の
余
水
路
に
お
い
て
、
過
大
な
負
圧
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ロ
　
余
水
の
放
流
に
よ
り
、
余
水
吐
き
、
余
水
路
又
は
人
家
、
田
畑
、
道
路
等
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

ハ
　
余
水
が
越
流
す
る
場
合
の
水
位
上
昇
が
導
水
路
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

（
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
）

第
三
十
条
　
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
は
、
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
は
、
自
重
、
水
の
重
量
、
水
圧
、
地
震
力
、
土
圧
、
風
荷
重
及
び
温
度
荷
重
に
対
し
安
定
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
荷
重
に
よ
る
応
力
は
、
使
用
す
る
材
料
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
許
容
応
力
を
超
え
な
い
こ
と
。

二
　
水
位
の
変
動
が
加
速
さ
れ
ず
、
短
時
間
で
平
衡
状
態
に
回
復
す
る
こ
と
。

三
　
次
に
掲
げ
る
場
合
に
つ
い
て
、
水
位
の
変
動
に
よ
り
溢
水
す
る
お
そ
れ
は
な
く
、
か
つ
、
水
路
又
は
水
車
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
溢
水
す
る
お
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
余
水
を
安
全
に
放
流
す
る
た

め
の
余
水
吐
き
及
び
余
水
路
を
前
条
第
四
号
イ
及
び
ロ
に
よ
り
施
設
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ
　
全
負
荷
遮
断
し
た
場
合
。

ロ
　
半
負
荷
か
ら
全
負
荷
に
急
増
し
た
場
合
。

ハ
　
揚
水
式
水
力
発
電
所
に
あ
っ
て
は
、
入
力
遮
断
し
た
場
合
。

四
　
周
波
数
調
整
用
の
水
力
発
電
所
の
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
は
、
当
該
発
電
所
の
属
す
る
電
力
系
統
の
周
波
数
の
変
動
に
よ
る
水
位
の
変
動
に
よ
り
他
の
物
件
に
損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

（
水
圧
管
路
）

第
三
十
一
条
　
水
圧
管
路
は
、
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
形
式
の
水
圧
管
路
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
荷
重
に
よ
る
応
力
は
、
使
用
す
る
材
料
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
許
容
応
力
を
超
え
な
い
こ
と
。

水
圧
管
路
の
種
類

荷
重

露
出
形
式

静
水
圧
、
水
撃
圧
及
び
サ
ー
ジ
ン
グ
に
よ
る
上
昇
水
圧
の
合
成

大
水
圧
、
管
の
自
重
、
温
度
荷
重
、
外
圧
、
管
内
水
の
重
量
、
雪
荷
重
、
地
震
力
、
風
荷
重
並
び
に
管
内
の
流
水
に
よ
る
力

岩
盤
埋
設
形
式

静
水
圧
、
水
撃
圧
及
び
サ
ー
ジ
ン
グ
に
よ
る
上
昇
水
圧
の
合
成

大
水
圧
、
温
度
荷
重
並
び
に
外
圧

土
中
埋
設
形
式

静
水
圧
、
水
撃
圧
及
び
サ
ー
ジ
ン
グ
に
よ
る
上
昇
水
圧
の
合
成

大
水
圧
、
土
圧
、
載
荷
重
、
温
度
荷
重
、
外
圧
、
管
内
水
の
重
量
並
び
に
雪
荷
重

二
　
管
胴
本
体
は
、
振
動
、
座
屈
及
び
腐
食
に
対
し
安
全
で
あ
る
こ
と
。

三
　
ヘ
ッ
ド
タ
ン
ク
又
は
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
（
こ
れ
ら
が
な
い
場
合
は
、
取
水
設
備
）
の
水
位
が

低
の
場
合
に
お
け
る

低
動
水
こ
う
配
線
以
下
に
位
置
す
る
こ
と
。

四
　
危
険
な
漏
水
が
な
い
こ
と
。

五
　
ア
ン
カ
ー
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
管
胴
本
体
を
確
実
に
固
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
ア
ン
カ
ー
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
自
重
、
管
胴
本
体
及
び
そ
の
附
属
設
備
並
び
に
管
内
の
水
の
重
量
、
管
内
の
流
水
に
よ
る
力
、
漸
縮
管
に
作
用
す
る
水
圧
に
よ
る
力
、
地
震
力
、
載
荷
重
、
雪
荷
重
、
風
荷
重
並
び
に
温
度
荷
重
に

対
し
安
定
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
荷
重
に
よ
る
応
力
は
、
使
用
す
る
材
料
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
許
容
応
力
を
超
え
な
い
こ
と
。

六
　
支
台
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
支
台
は
、
自
重
、
管
胴
本
体
及
び
そ
の
附
属
設
備
並
び
に
管
内
の
水
の
重
量
、
地
震
力
、
載
荷
重
、
雪
荷
重
並
び
に
風
荷
重
に
対
し
安
定
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
荷
重
に
よ
る
応
力
は
、
使
用
す
る
材
料
ご
と
に
そ
れ
ぞ

れ
の
許
容
応
力
を
超
え
な
い
こ
と
。

ロ
　
支
台
の
支
承
部
は
、
管
胴
本
体
の
伸
縮
の
際
に
管
胴
本
体
が
安
全
か
つ
円
滑
に
移
動
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

２
　
発
電
用
水
力
設
備
が
一
般
用
電
気
工
作
物
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
第
六
号
ロ
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

（
放
水
路
）

第
三
十
二
条
　
第
二
十
八
条
（
第
四
号
イ
及
び
ロ
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
放
水
路
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
導
水
路
」
と
あ
る
の
は
「
放
水
路
」
、
「
圧
力
導
水
路
」
と
あ
る
の
は
「
圧
力
放
水
路
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
放
水
口
は
、
自
重
、
静
水
圧
、
動
水
圧
、
地
震
力
、
揚
圧
力
及
び
土
圧
に
対
し
安
定
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
荷
重
に
よ
る
応
力
は
、
使
用
す
る
材
料
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
許
容
応
力
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
圧
力
放
水
路
に
調
圧
水
室
を
設
け
る
場
合
に
は
、
第
三
十
条
の
規
定
に
準
じ
て
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章
　
水
車
及
び
地
下
発
電
所

（
水
車
及
び
揚
水
用
の
ポ
ン
プ
）

第
三
十
三
条
　
水
車
又
は
揚
水
式
水
力
発
電
所
に
お
け
る
揚
水
用
の
ポ
ン
プ
は
、
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
流
木
、
じ
ん
か
い
、
土
砂
等
の
流
入
に
よ
り
著
し
く
損
傷
を
受
け
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

二
　
水
圧
を
受
け
る
部
分
に
あ
っ
て
は
負
荷
又
は
入
力
を
遮
断
し
た
と
き
の

大
水
圧
に
対
し
、
耐
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
回
転
部
に
あ
っ
て
は
負
荷
又
は
入
力
を
遮
断
し
た
と
き
の

大
速
度
に
対
し
て
、
耐
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
運
転
中
に
水
車
又
は
揚
水
用
の
ポ
ン
プ
に
損
傷
を
与
え
る
よ
う
な
振
動
が
な
い
こ
と
。

五
　
水
の
流
入
又
は
流
出
を
迅
速
に
遮
断
す
る
施
設
を
水
車
又
は
揚
水
用
の
ポ
ン
プ
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
施
設
を
水
路
に
設
け
る
場
合
、
又
は
水
車
の
無
拘
束
回
転
を
停
止
で
き
る
ま
で
の
間
、
回
転
部
が
構
造
上
安
全

で
あ
り
、
か
つ
、
こ
の
間
の
下
流
へ
の
放
流
に
よ
り
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
、
若
し
く
は
物
件
に
損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
の
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

六
　
水
車
の
入
口
弁
又
は
揚
水
用
の
ポ
ン
プ
の
吐
出
弁
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
水
車
の
入
口
弁
又
は
揚
水
用
の
ポ
ン
プ
の
吐
出
弁
は
、
第
十
二
条
第
二
項
各
号
（
第
四
号
を
除
く
。
）
に
よ
る
こ
と
。

ロ
　
水
車
の
入
口
弁
又
は
揚
水
用
の
ポ
ン
プ
の
吐
出
弁
の
扉
体
に
作
用
す
る
自
重
、
水
圧
及
び
地
震
力
に
よ
る
応
力
は
、
使
用
す
る
材
料
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
許
容
応
力
を
超
え
な
い
こ
と
。

２
　
水
車
に
は
、
発
電
機
の
容
量
が
五
百
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
未
満
の
場
合
を
除
き
、
運
転
中
に
生
じ
た
過
回
転
そ
の
他
の
異
常
に
よ
る
危
害
等
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
そ
の
異
常
が
発
生
し
た
場
合
に
水
車
を
自
動
的
か
つ
確

実
に
停
止
す
る
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
発
電
用
水
力
設
備
と
し
て
使
用
す
る
圧
油
装
置
及
び
圧
縮
空
気
装
置
は
、
耐
食
性
を
有
し
、
圧
力
上
昇
に
よ
る
破
損
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
発
電
用
水
力
設
備
が
一
般
用
電
気
工
作
物
で
あ
る
場
合
に
は
、
運
転
中
に
水
車
で
生
じ
た
過
回
転
そ
の
他
の
異
常
に
よ
る
危
害
等
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
そ
の
異
常
が
発
生
し
た
場
合
に
水
車
を
自
動
的
か
つ
確
実
に
停
止
す

る
装
置
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
設
備
に
お
い
て
、
そ
の
異
常
が
発
生
し
た
場
合
に
発
電
機
を
電
路
か
ら
遮
断
す
る
装
置
を
施
設
し
、
無
拘
束
回
転
を
停
止
で
き
る
ま
で
の
間
回
転
部
が
構
造
上
安
全
な
状
態

を
確
保
で
き
、
か
つ
、
こ
の
間
の
下
流
へ
の
放
流
に
よ
り
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
、
又
は
財
産
を
侵
害
す
る
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
地
下
発
電
所
等
の
施
設
）

第
三
十
四
条
　
水
車
及
び
発
電
機
を
収
容
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
地
下
に
施
設
す
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
地
下
発
電
所
等
に
使
用
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
材
料
は
、
第
九
条
各
号
に
よ
る
こ
と
。

二
　
地
下
発
電
所
等
は
、
自
重
、
水
圧
、
地
震
力
及
び
土
圧
若
し
く
は
地
圧
に
対
し
安
定
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
荷
重
に
よ
り
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
の
部
分
に
生
じ
る
応
力
は
、
使
用
す
る
材
料
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
許
容
応

力
を
超
え
な
い
こ
と
。
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第
五
章
　
貯
水
池
及
び
調
整
池

（
貯
水
池
及
び
調
整
池
）

第
三
十
五
条
　
貯
水
池
及
び
調
整
池
は
、
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
ダ
ム
の
設
置
に
よ
る
流
水
の
貯
留
に
起
因
す
る
漏
水
又
は
地
滑
り
に
よ
り
人
家
、
田
畑
、
道
路
等
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

二
　
土
砂
の
堆
積
に
よ
り
、
ダ
ム
に
危
険
を
及
ぼ
し
、
又
は
付
近
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
水
位
の
上
昇
が
な
い
こ
と
。

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
施
設
し
、
又
は
施
設
に
着
手
し
た
電
気
工
作
物
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
九
月
一
七
日
経
済
産
業
省
令
第
九
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
施
設
し
、
又
は
施
設
に
着
手
し
た
電
気
工
作
物
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
六
月
一
日
ま
で
の
間
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
二
九
日
経
済
産
業
省
令
第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
、
又
は
設
置
の
た
め
の
工
事
に
着
手
し
て
い
る
電
気
工
作
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
一
年
間
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
一
六
日
経
済
産
業
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
、
又
は
設
置
の
た
め
の
工
事
に
着
手
し
て
い
る
電
気
工
作
物
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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